
「山形県キャッシュレス納付推進共同宣言」の実施について 

日本銀行山形事務所（事務所長 川村憲章）および同仙台支店（支店長 岡山 

和裕）は、５月２９日（木）、山形県内の地方公共団体や金融機関、民間団体等

８１団体とともに共同宣言者として「山形県キャッシュレス納付推進共同宣言」 

（以下、「本宣言」といいます。）を実施いたしました。 

本宣言は、デジタル化の進展によりキャッシュレス決済手段の多様化が進む

なか、山形県内における国税および地方税をはじめとする公金のキャッシュ 

レス納付の一層の普及に向けて、関係機関が共同して推進していくことを目的

としております。 

日本銀行では、関係機関と広く連携・協働しながら、公金のキャッシュレス 

納付の推進をサポートしてまいります。 

＜宣言式の様子＞ 

 




